
 

・ 団地内警備の変更について 夜間の継続的な駐車及び盗難などを防止するため、昼間

の巡回は中止します。なお、警備員の夜間待機場所として第 1 集会所の和室を利用して貰うこ

とになりました。集会所の近くの方や夜間に通りかかる方がいらっしゃって、不審に思われる

かも知れませんが、ＫＳＰ（警備会社）が待機していることをご承知おきください。次にパト

ロールのチェックポイントを 8 か所設けました。該当する棟の管理組合専用ポストに「ＫＳＰ

チェックポイント」と表示します。皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。 

昼間の迷惑駐車については管理事務所に電話してください。団地放送で移動のお願いをします。

もし移動しない場合は理事が駐車違反の警告書を貼り付けます。 

 

 

 

・ 未登録自転車回収 駐輪場内に停めてある未登録自転車の回収を、９月２７日（日）に行い

ます。未登録の場合は至急、管理事務所で登録手続きを済ませてください。本年度のステッカ

ーは「黄色」です。もし、登録済みの方で貼り忘れている場合は、速やかに判りやすい場所へ貼

ってください。不用となった自転車は、各自で市の粗大ゴミセンター（☎３０２－５３７４）

に申込みのうえ処分してください。 

・ 駐輪場内の部品やゴミ 駐輪場内に使わなくなったバイクの部品や、道具類がそのまま

放置してあるとの報告が届いています。他の方が自転車やバイクを停める際に迷惑となります。

不要になった部品等は、ご自身の責任で処分してください。 

・ 日曜開所日 ９月度の日曜開所は９月２７日（日）に行います。９時から１２時まで管理費・駐

車場料金等のお支払いにご利用ください。上記「自転車・オートバイの登録」も受付けます。 

 

 転出・転入・長期不在の際は管理組合事務所で所定の手続をしてください。 

事務所開所時間：午前 9:00～午後 5:00（平日）/午前 9:00～午後 12:00（土曜） 

※日曜・祝日及び水曜の 12:00～13:00 は窓口業務がお休みです。 
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